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行政からのお知らせ　　

　

税
務
課
で
は
、
市
内
全
域
で
家
屋
の
現

況
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
の
際
に
は
、
家
の
周
辺
を
確
認
し

た
り
、
敷
地
内
に
立
ち
入
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
員
は
、「
調
査
員
腕
章
」
を

着
用
し
、「
家
屋
調
査
員
証
」
を
携
帯
し
て

い
ま
す
。
必
要
な
と
き
は
調
査
員
証
の
提

示
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

課
税
係　

☎　

−

２
１
２
６

７５

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
に
所

在
す
る
家
屋
・
土
地
な
ど
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

家
や
倉
庫
な
ど
を
新
築
や
増
築
を
し
た

場
合
は
、
そ
の
翌
年
か
ら
課
税
対
象
と
な

り
、
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
そ
の
翌
年
か

ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
家
屋
を
取

り
壊
し
て
も
届
け
出
が
な
い
と
、
誤
っ
て

課
税
さ
れ
て
し
ま
う
原
因
に
も
な
り
ま

す
。
家
屋
を
建
て
た
り
、
取
り
壊
し
た
と

き
は
、
税
務
課
へ
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

課
税
係　

☎　

−

２
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２
６
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家
屋
を
建
て
た
り
、

取
り
壊
し
た
ら
、

税
務
課
へ
お
届
け
く
だ
さ
い

　この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金
のうち、相続税の課税対象となった部分については、所
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得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決が
鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

ありました。そこで、このような年金に係る税務上の
取扱いを改めることとしましたので、お知らせします。
これにより、平成１７年分から平成２１年分までの各年分
について所得税が納めすぎとなっている方は、その納
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めすぎとなっている所得税が還付となります。
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　お手数をかけますが、必要な手続き（更正の請求また
は確定申告等）をしていただきますようお願いします。
　この対象となる方や所得税の還付の手続きについて
は、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】をご覧い
ただくか、最寄の税務署にお問い合わせください。
※平成１７年分について、早い方は平成２２年１２月末が還
　付できる期限となりますので、早目の手続きをお願
　いします。
※受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税
　対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額
　が生じなかった方も対象となります。
■問い合わせ　　佐賀税務署　☎３２－７５１１

税務署からのお知らせ
相続または贈与等に係る生命保険契約や損害保険契
約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について

家
屋
の
現
況
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ

れ
た
場
合
も
、
ご
本
人
の
社
会
保
険
料
控

除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご

家
族
宛
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
申
告

書
等
添
付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
年
金
事
務
所　
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多
久
市　

市
民
生
活
課　

　

保
険
年
金
係　
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平
成　

年
１
月
１
日
か
ら
９
月　

２２

３０

日
ま
で
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
た
方
は
、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
日
本
年

金
機
構
本
部
か
ら　

月
下
旬
か
ら　

１０

１１

月
上
旬
に
か
け
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、　

月
１
日
か
ら　

月　

日
ま

１０

１２

３１

で
の
間
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
は
、
来
年
の
１

月
下
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。 

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
住
民
税
等
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
控
除
で
き
ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら　

月　

日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対

１２

３１

象
で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
す
る
場
合
に
は
、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
本
部
か
ら
証
明
書
が
届
き
ま
し
た
ら
申
告
を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
は

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を
！

請
求
書
類
が
ま
だ
手
元
に
届
い
て
い
な
い

方
は
、
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

独
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受
付
時
間　

平
日
９
時
～　

時
１８

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対

す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
受
付
が
、　
１０

月　

日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

２５
対
象
者　

戦
後
強
制
抑
留
者
で
、
平
成

　

年
６
月　

日
に
日
本
国
籍
を
有
す

２２

１６

る
ご
存
命
の
方
。

請
求
受
付
期
間

平
成　

年　

月　

日　

２２

１０

２５～
平
成　

年
３
月　

日 

２４

３１

戦
後
強
制
抑
留
者
の
み
な
さ
ま
へ 
―  
特
別
給
付
金
受
付
が　

月　

日
開
始
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